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問問合せ　申申込み

催し物などが中止や延期となる可能性があります。

いただくか、担当部署にお問い合わせください。

市有施設適正配置　～第３２回　こどもクラブその１（子育て支援施設）～
■問合せ＝行政経営課 ☎（２０）３００５

▲

こどもクラブとは・・・

　こどもクラブは、昼間仕事などにより保護者が家庭にいない小学校６年生までの児童を対象に、

適切な遊びや生活の場を与えて情緒を豊かにし、集団生活を通して社会性と自主性を培うことによ

り児童の健全育成を図る場所です。令和３年４月１日時点で、公立のこどもクラブは２０の小学校

区に計４６クラブあり、約１，５００人（全児童の約３割）が通っています。

　児童数は年々減少しているものの、共働き世帯の増加から、こどもクラブのニーズは高まりを見

せています。社会ニーズに合わせて、令和元年度には１０クラブ（４施設）を整備しました。

子
ど
も
を
虐
待
か
ら
守
り
ま

し
ょ
う
！

　

あ
な
た
か
ら
の
連
絡
が
子
ど
も

を
虐
待
か
ら
守
る
た
め
の
大
き
な

一
歩
と
な
り
ま
す
。「
も
し
か
し

て
、
虐
待
？
」
と
思
っ
た
ら
、
ご

連
絡
く
だ
さ
い
。
な
お
、
連
絡
・

相
談
を
し
た
方
、
そ
の
内
容
に
関

す
る
秘
密
は
守
ら
れ
ま
す
の
で
ご

安
心
く
だ
さ
い
。

▼
連
絡
先
＝
児
童
相
談
所
虐
待
対

応
ダ
イ
ヤ
ル

☎
１
８
９（
通
話
料
無
料
）

県
南
児
童
相
談
所

☎
０
２
８
２
（２４）
６
１
２
１

問
家
庭
児
童
相
談
課

☎
（２０）
３
０
０
２

不
動
産
公
売
に
つ
い
て

　

一
般
の
方
も
参
加
で
き
る
入
札

に
よ
り
不
動
産
を
公
売
し
ま
す
。

▼
日
時
＝
８
月
12
日
（木）
午
後
１
時

50
分
か
ら
（
予
定
）

▼
会
場
＝
市
役
所
３
階
302
会
議
室

※
公
売
対
象
不
動
産
の
詳
細
に
つ

い
て
は
、
収
納
課
納
税
係
へ
お
問

い
合
わ
せ
い
た
だ
く
か
、
市
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い

問
同
課
☎
（２０）
３
０
１
０

占
い
サ
イ
ト
に
気
を
つ
け

て
！

　

占
い
サ
イ
ト
の
中
に
は
、
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
や
Ｓ
Ｎ
Ｓ
広
告
な
ど

で
「
無
料
鑑
定
」
と
う
た
っ
て
い

て
も
有
料
の
や
り
と
り
へ
誘
導
さ

せ
る
サ
イ
ト
も
あ
り
ま
す
。
ま
た
、

氏
名
や
生
年
月
日
、
メ
ー
ル
ア
ド

レ
ス
な
ど
の
個
人
情
報
を
入
力
す

る
と
、
大
量
の
迷
惑
メ
ー
ル
が
届

く
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

　

無
料
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
気
軽

に
登
録
す
る
の
は
や
め
ま
し
ょ

う
。

問
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー

☎
（２０）
３
０
１
５

ご
み
の
「
ポ
イ
捨
て
」
は

や
め
ま
し
ょ
う

　

た
ば
こ
の
吸
い
殻
や
飲
料
の
容

器
な
ど
の
ご
み
を
、
歩
き
な
が

ら
、
ま
た
は
車
両
か
ら
投
げ
捨
て

る
「
ポ
イ
捨
て
」
行
為
は
、
悪
質

な
犯
罪
で
す
。
皆
さ
ん
の
「
こ
こ

ろ
が
け
」
で
ポ
イ
捨
て
を
防
止
し
、

美
し
い
佐
野
市
を
つ
く
り
ま
し
ょ

う
。

問
環
境
政
策
課
☎
（２３）
８
１
５
３
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皆さんの生活に関することについてのお知らせです。

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、

最新の情報は市ホームページをご覧

●負担限度額認定の預貯金等要件の見直し

利用者
負担段階 所得の状況

認定要件となる預貯金額

令和３年７月まで 令和３年８月から

１
　生活保護受給者の方等

単身

１，０００万円以下

夫婦

２，０００万円以下

単身１，０００万円以下
夫婦２，０００万円以下

（第１段階はこれまでと変更なし）老齢福祉年金受給者の方

２ 年金収入等８０万円以下の方 単身　６５０万円以下
夫婦１，６５０万円以下

３－① 年金収入等８０万円超
１２０万円以下の方

単身　５５０万円以下
夫婦１，５５０万円以下

３－② 年金収入等１２０万円超の方 単身　５００万円以下
夫婦１，５００万円以下

※年金収入等＝公的年金等収入金額（非課税年金を含む）＋その他の合計所得金額

　高齢化が進む中で、必要なサービスを必要な方に提供できるようにしつつ、負担の公平性と制度

の持続可能性を高める観点から、一定以上の収入などのある方に対して、負担能力に応じた負担を

求める見直しを行います。

①介護保険施設入所者やショートステイ利用者の食費・居住費の負担限度額の見直し

●食費の負担限度額の見直し（※居住費の負担限度額は変更ありません）

利用者
負担段階 所得の状況

食費（日額）の負担限度額

施設入所者 ショートステイ利用者

令和３年
７月まで

令和３年
８月から

令和３年
７月まで

令和３年
８月から

１
　生活保護受給者の方等

３００円 ３００円
（変更なし） ３００円 ３００円

（変更なし）老齢福祉年金受給者の方

２ 年金収入等８０万円以下の方 ３９０円 ３９０円
（変更なし） ３９０円 ６００円

３－① 年金収入等８０万円超
１２０万円以下の方 ６５０円 ６５０円

（変更なし） ６５０円 １，０００円

３－② 年金収入等１２０万円超の方 ６５０円 １，３６０円 ６５０円 １，３００円

※年金収入等＝公的年金等収入金額（非課税年金を含む）＋その他の合計所得金額

令和３年７月まで

区分 限度額

現役並み所得相当の方
（年収約３８３万円以上） ４４，４００円（世帯）

住民税課税世帯の方 ４４，４００円（世帯）

世帯全員が住民税非課税の方 ２４，６００円（世帯）

・老齢福祉年金受給者の方

・前年の合計所得金額
＋課税年金収入額が
８０万円以下の方等

２４，６００円（世帯）

１５，０００円（個人）

生活保護受給者の方等 １５，０００円（個人）

②高額介護サービス費の自己負担限度額（毎月）の見直し
「現役並み所得相当」である方の区分を細分化し、新たな限度額を設定しました。

介護保険負担限度額認定および高額介護サービス費の制度見直し
■問合せ＝介護保険課 ☎（２０）３０２２

令和３年８月から

区分 限度額

現役並み所得相当の方
（年収約１，１６０万円以上）１４０，１００円（世帯）

現役並み所得相当の方
（年収約７７０万円以上
１，１６０万円未満）

９３，０００円（世帯）

現役並み所得相当の方
（年収約３８３万円以上
７７０万円未満）

４４，４００円（世帯）

住民税課税世帯の方 ４４，４００円（世帯）

世帯全員が住民税非課税の方 ２４，６００円（世帯）

・老齢福祉年金受給者の方

・前年の合計所得金額
＋課税年金収入額が
８０万円以下の方等

２４，６００円（世帯）

１５，０００円（個人）

生活保護受給者の方等 １５，０００円（個人）

世
帯
全
員
が

住
民
税
非
課
税

世
帯
全
員
が

住
民
税
非
課
税




